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企画財政課

◆理念・他計画との関係

◆期間設定

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

◆体制

第7期美唄市総合計画等策定のスキーム

第7期美唄市総合計画

②総合計画市民検討会議
70名以内

＜役割＞
・基本構想原案の策定（中間報告）
・基本計画原案の策定（最終提言）

美唄市まちづくり基本条例

①総合計画審議会
26名

＜役割＞
・基本構想の審議
・基本計画の審議 市長

④庁内検討委員会（課長職）

＜役割＞

・基本構想・基本計画の庁内取りまとめ

・事務事業の庁内取りまとめ

・現計画の成果検証

・まちづくり市民アンケート調査

1,250件→2,500件

・自治組織代表者会議

・まちづくり地区懇談会
・人口動態調査（転出入者）

10年推計（2019～2028）

基本構想（10年）

前期基本計画（5年） 後期基本計画（5年）

市長任期 市長任期 市長任期

諮問

答申
提言

基本原則

「市民主体」「情報共有」「協働」

第24条 総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想とこれ

を具体化するための基本計画（以下これらを「総合計画」といい

ます。）は、この条例の目的及び趣旨に則して策定します。
２ 執行機関は、総合計画について、評価に基づいた進行管理を行
い、結果を広報するものとします。

第7期美唄市総合計画

（国土強靭化地域計画を含む）

国土利用計画（全国計画）

国土利用計画（北海道計画）

北海道総合開発計画（2016～おおむね2025）

北海道総合計画（2016～2025）

各分野の個別計画

基本とする

整合性に配慮

整合性に留意

第5次国土利用美唄市計画

枠組みに留意

③庁内策定委員会（特別職・部長職）

＜役割＞

・基本構想・基本計画の庁内取りまとめ

情報提供・意見交換

市議会

説明

意見・要望

情報提供
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